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▶違法業者（無許可）に注意

▶見つけたら情報提供を！

　安易に違法な回収（処理）業者に処理を依頼してしまったために、自分の
ごみが不法投棄されてしまうことがあります。ごみの処理は県や町の許可
や委託を受けた業者しかできません。許可や委託を受けていない業者には
絶対に依頼しないでください。許可や委託を受けている業者がトラックな
どで無料や安価で回収をすることはありません。

　不法投棄物を見つけた場合は、役場環境課または粕屋警察署（☎９３９－
０１１０）へ連絡してください。投棄現場を見かけたときは、日時、場所、
投棄者の特徴、人数、投棄車両の車種・ナンバー・色などと一緒に情報提
供してください。所有者や投棄者の特定に役立ちます。

不
法
投
棄

　不法投棄とは、山林や河川、道路などに、粗大ごみ（家
電など）や家庭ごみ、事業活動に伴うごみなどを捨てる
行為です。個人が不法投棄すると５年以下の懲役または�
１,０００万円（法人は３億円）以下の罰金が科せられます。

不法投棄は

犯罪です！

▶不法投棄をしない！
　「処分費用がもったいない」「分別や処理施設に運ぶのが面倒」などの自分
勝手な理由で、河川敷や山林の道路脇など、ひと気のない場所でのごみの
不法投棄が行われています。ごみの不法投棄は絶対にやめ、適切に処理し
ましょう。

みなさんへ
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▲池付近に捨てられた蛍光管

▶適正管理と環境づくり　
　～不法投棄を未然に防ぐ４つのポイント～

▶ STOP! 不法投棄！～不法投棄をさせない！～

〇見回りを定期的に行う
〇�雑草をこまめに刈り、見通しの良いきれいな状態にしておく
〇�敷地をフェンスやロープなどで囲い、侵入を防ぐ
〇不法投棄禁止看板を立てる
※�不法投棄禁止看板は役場環境課で貸し出しをしています。
ご相談ください。

　不法投棄を未然に防ぐには、地域に住むみなさんの監視の目が有効な手段のひとつです。見えにくい場所
や「誰も管理をしていない」と思われる場所にはごみが捨てられます。土地所有者の適正管理と環境づくりが
大切です。

事例１

自分の土地に不法投棄されてしまうと…

Ａ氏の自宅の庭に冷蔵庫を捨てられた

対　　処 　
　Ａ氏は電器屋に相談し、家電リサイクル法に
従って処理する必要があります。それに伴う家
電リサイクル料は、Ａ氏の負担になります。

事例２

Ｂ氏所有の山林にタンスを捨てられた

対　　処 　
　Ｂ氏は収集運搬の委託を受けている業者に依
頼するか、Ｂ氏自ら
古賀清掃工場に持っ
ていく必要がありま
す。収集運搬料と処
分料は、Ｂ氏の負担
になります。

土地を管理する人へ

【家庭から出るごみ】 【町が回収する方法】 【自分で処理する方法】

可燃ごみ（燃やすごみ） 町指定のごみ袋に入れて決められたと
ころに出す

自己搬入

古賀清掃工場へ
持ち込む

古賀市筵内１９７０－１
☎９４２－１５３０

資源となるもの
（指定されたもの）

地域の分別収集、公設分別ステーショ
ンに持っていく

粗大ごみ 指定業者に予約して、粗大ごみ処理
シールを購入して貼って出す

町で処分できないごみ テレビやエアコンなどの一部の電化製品、パソコン、大型器具機材、危険
物、薬品、産業廃棄物と見なされるものなどは、町では処分できません。

※�詳しい内容は、「家庭ごみの出し方パンフレット」をご覧ください。処分に迷ったときは、役場環境課に問
い合わせてください。

または

または

または

適切な処分方法

このようにならないためにも、日ごろから適正に管理することが大切です。
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